
　   飾区では、今まで事業系ごみを家庭ごみの収集に支障のない範囲で有料 
   ごみ処理券を貼付していただき、収集を行ってきました。しかし、現在、区
   内から発生するごみの約４割を事業系ごみが占め、家庭ごみはプラマークの
   分別回収などにより、ごみの減量・リサイクルは進んでいますが、事業系ご
   みの減量はなかなか進んでいないのが現状です。
　   このため、区が収集するごみの量を制限することで、ごみの排出抑制を図
   り、事業系ごみの減量を目指します。



　　　　　　　　　　　    　平成２1年４月以降、１回の排出で９０ を超
　　　　　　　　　　えるごみ・資源の排出がある場合には、多量排
　　　　　　　　　　出事業者として区の職員が民間収集への転換の
　　　　　　　　　　お願いをさせていただきます。
　　　　　　　        　この場合、自己処理の原則として全てのごみ
　　　　　　　　　　（資源を含む）を民間収集に切り替えさせてい
　　　　　　　　　　ただくことをお願いしています。

区内の許可業者が
つくる事業組合で
許可業者を紹介し
ています。

やむをえず集積所に資源やごみを出す場合は、１回あたり９０ （４５ で２袋）を
上限として、下記を目安に必ず 飾区発行の事業系有料ごみ処理券（有料シール） 
に事業者名を明記して貼ってください。

燃やすごみ・燃やさないごみ　･･･容器で出す場合はごみの量に応じて、袋で出す場合は中身の
プラスチック製容器包装　　　　　量に関係なく袋の容量にあった有料シールを貼ってください。

新聞・雑誌・雑紙・紙パック　･･･束ねた厚さ１０㎝につき１０ の有料シ-ル
　
段ボール　　　　　　　　　　･･･みかん箱の大きさを目安に、２枚につき１０ 
　
ペットボトル・食品トレイ　　･･･袋の容量にあった有料シール　　　傘　→　３本につき１０ 

蛍光管（長さ１２０ｃｍを目安）　５本につき１０ 　　一斗缶　→　１ヶにつき１０ の有料シール

※　袋や容器で排出する場合、容器の場合はごみの容量の有料シールを、袋で出す場合は中身
　　の量に関係なく袋の容量の有料シールを貼付してください。

※事業系有料ごみ処理券には必ず「事業者名」を明記してください。
　排出ルール変更に伴い、今後、無記名のものは収集できない場合が
　あります。ご協力をお願いいたします。
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